
令和４年度徳島県一般会計・特別会計歳入歳出決算の概要について

令和４年度一般会計の決算状況は第１表、令和４年度特別会計の決算状況は第２表

のとおりです。

１ 一 般 会 計

(1) 歳 入

一般会計歳入決算額は567,158,016,687円であり、前年度に比べて

20,536,104,840円、率にして3.5パーセントの減となっています。減額の主な内訳は、

県債14,979,000,000円の減（前年度比減少率25.4％）、国庫支出金7,922,552,738円の

減（同6.8％）、地方交付税７,443,586,000円の減（同4.4％）となっており、

これに対し増額は、繰入金2,540,330,591円の増（前年度比増加率3.9％）、

県税2,169,602,318円の増（同2.6%）、地方譲与税1,643,772,994円の増（同12.0％）と

なっています。

県税や諸収入、繰入金などの自主財源の割合は41.8％（前年度39.0％）、県税や地方

交付税など使途が特定されない一般財源の割合は52.１％（同50.8％）を占めています。

（資料１及び２参照）

(2) 歳 出

一般会計歳出決算額は548,038,506,251円であり、前年度に比べて

16,174,814,457円、率にして2.9パーセントの減となっています。減額の主な内訳は、

総務費13,601,326,791円の減（前年度比減少率23.3％）、土木費6,658,844,287円の減

（同8.7％）となっており、

これに対し増額は、衛生費4,802,890,612円の増（前年度比増加率9.4％）、商工費

4,520,700,358円の増（同7.2％）となっています。

人件費や扶助費、公債費といった義務的経費は33.0％（前年度32.8％）を占めていま

す。（資料３及び４参照）

なお、義務的経費の割合は、財政構造改革基本方針の初年度である平成２０年度と比

べて16.１ポイントの減となっています。

(3) 実質収支

一般会計の収入済額と支出済額との差引額、すなわち形式収支は19,119,510,436円

となっており、形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源7,569,971,315円を差し引いた

実質収支額は11,549,539,121円の黒字となっています。

２ 特 別 会 計

２０の特別会計については、歳入決算額332,030,200,721円、歳出決算額

320,064,404,798円であり、歳入歳出差引額11,965,795,923円から翌年度へ繰り越すべき

財源142,360,524円を差し引いた実質収支額は11,823,435,399円の黒字となっています。
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第１表　一般会計決算状況

①　歳　　入

決　算　額 構成比 決　算　額 構成比 増　減　額 増減率

(Ａ) (Ｂ) (Ａ)-(Ｂ)
円 ％ 円 ％ 円 ％

01 県 税 85,108,230,789 15.0 82,938,628,471 14.1 2,169,602,318 2.6

02 地 方 消 費 税 清 算 金 33,822,424,279 6.0 32,959,854,228 5.6 862,570,051 2.6

03 地 方 譲 与 税 15,302,970,000 2.7 13,659,197,006 2.3 1,643,772,994 12.0

04 地 方 特 例 交 付 金 341,412,000 0.1 377,523,000 0.1 △36,111,000 △9.6

05 地 方 交 付 税 161,189,588,000 28.4 168,633,174,000 28.7 △7,443,586,000 △4.4

06 交通安全対策特別交付金 202,924,000 0.1 222,916,000 0.1 △19,992,000 △9.0

07 分 担 金 及 び 負 担 金 1,918,440,299 0.3 1,130,537,360 0.2 787,902,939 69.7

08 使 用 料 及 び 手 数 料 5,481,905,516 1.0 5,696,778,211 1.0 △214,872,695 △3.8

09 国 庫 支 出 金 108,874,878,136 19.2 116,797,430,874 19.8 △7,922,552,738 △6.8

10 財 産 収 入 693,537,399 0.1 703,892,850 0.1 △10,355,451 △1.5

11 寄 附 金 707,464,701 0.1 209,442,018 0.1 498,022,683 237.8

12 繰 入 金 68,387,400,972 12.1 65,847,070,381 11.2 2,540,330,591 3.9

13 繰 越 金 23,480,800,819 4.1 21,769,671,023 3.7 1,711,129,796 7.9

14 諸 収 入 17,712,039,777 3.1 17,835,006,105 3.0 △122,966,328 △0.7

15 県 債 43,934,000,000 7.7 58,913,000,000 10.0 △14,979,000,000 △25.4

567,158,016,687 100.0 587,694,121,527 100.0 △20,536,104,840 △3.5

　主な減額理由

  ・県債については、臨時財政対策債などの減によるものです。

  ・国庫支出金については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などの減によるものです。

  ・地方交付税については、普通交付税が基準財政収入額の増加に伴い減となったことによるものです。

　主な増額理由

　・繰入金については、二十一世紀創造基金繰入金などの増によるものです。

  ・県税については、地方消費税、法人事業税などの増によるものです。

  ・地方譲与税については、特別法人事業譲与税の全国分の増によるものです。

合　　　　　計

令　和　３　年　度 前　年　度　比　較令　和　４　年　度

款   　　　 名
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②　歳　　出

決　算　額 構成比 決　算　額 構成比 増　減　額 増減率

(A) (B) (A)-(B)
円 ％ 円 ％ 円 ％

01 議 会 費 932,177,308 0.2 955,860,847 0.2 △23,683,539 △2.5

02 総 務 費 44,853,146,584 8.2 58,454,473,375 10.4 △13,601,326,791 △23.3

03 民 生 費 67,352,343,198 12.3 66,394,480,428 11.8 957,862,770 1.4

04 衛 生 費 55,642,208,741 10.1 50,839,318,129 9.0 4,802,890,612 9.4

05 労 働 費 4,146,088,920 0.8 4,076,009,118 0.7 70,079,802 1.7

06 農 林 水 産 業 費 31,711,374,624 5.8 33,951,868,131 6.0 △2,240,493,507 △6.6

07 商 工 費 67,729,751,124 12.4 63,209,050,766 11.2 4,520,700,358 7.2

08 土 木 費 69,922,642,136 12.8 76,581,486,423 13.6 △6,658,844,287 △8.7

09 警 察 費 22,205,421,732 4.0 21,630,636,861 3.8 574,784,871 2.7

10 教 育 費 78,678,713,975 14.4 81,101,811,015 14.4 △2,423,097,040 △3.0

11 災 害 復 旧 費 734,886,558 0.1 1,803,583,960 0.3 △1,068,697,402 △59.3

12 公 債 費 68,257,585,861 12.4 70,518,126,427 12.5 △2,260,540,566 △3.2

13 諸 支 出 金 35,872,165,490 6.5 34,696,615,228 6.1 1,175,550,262 3.4

548,038,506,251 100.0 564,213,320,708 100.0 △16,174,814,457 △2.9

　主な減額理由

・総務費については、防災対策指導費、危機管理調整費などの減によるものです。

・土木費については、道路橋りょう費、河川海岸費などの減によるものです。

　主な増額理由

・衛生費については、医療衛生費、薬事生産指導費などの増によるものです。

・商工費については、中小企業総合支援費、観光交流推進費などの増によるものです。

③　実質収支 （単位：円）

翌年度へ

歳出決算額　　Ｂ

歳入歳出差引額　Ｃ=Ａ-Ｂ

翌年度繰越額

令　和　３　年　度 前 年 度 比 較令　和　４　年　度

63,712,854,437

令　和　４　年　度

7,671,338,819

587,694,121,527

23,480,800,819

70,439,858,867

△ 16,174,814,457

△ 4,361,290,383

△ 6,727,004,430

△ 20,536,104,840

564,213,320,708

実質収支額　　Ｃ-Ｄ

款   　　　 名

合　　　　　計

7,569,971,315

△ 4,259,922,879

令　和　３　年　度 前年度比較

△ 101,367,504

11,549,539,121 15,809,462,000

繰り越すべき財源　　Ｄ

歳入決算額　　Ａ 567,158,016,687

548,038,506,251

19,119,510,436
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一般会計歳入歳出決算額の推移

年　度
予算現額

（千円）

対前年
増減率

(%)

歳入決算額

（千円）

対前年
増減率

(%)

歳出決算額

（千円）

対前年
増減率

(%)

歳入歳出差引額

（千円）

12 686,575,554 0.9 637,188,496 1.7 611,737,139 1.2 25,451,357

13 676,413,163 △ 1.5 616,348,321 △ 3.3 595,312,853 △ 2.7 21,035,468

14 627,217,897 △ 7.3 587,299,535 △ 4.7 570,170,872 △ 4.2 17,128,663

15 581,358,974 △ 7.3 554,625,604 △ 5.6 538,725,581 △ 5.5 15,900,023

16 575,687,182 △ 1.0 539,762,825 △ 2.7 522,304,253 △ 3.0 17,458,572

17 563,806,450 △ 2.1 533,813,272 △ 1.1 513,268,160 △ 1.7 20,545,112

18 540,723,391 △ 4.1 513,507,931 △ 3.8 501,978,129 △ 2.2 11,529,802

19 497,251,645 △ 8.0 480,565,715 △ 6.4 468,137,080 △ 6.7 12,428,635

20 483,644,481 △ 2.7 458,365,532 △ 4.6 452,066,612 △ 3.4 6,298,920

21 524,356,273 8.4 490,105,138 6.9 479,278,396 6.0 10,826,742

22 509,241,682 △ 2.9 486,797,697 △ 0.7 469,183,529 △ 2.1 17,614,168

23 504,655,835 △ 0.9 477,500,683 △ 1.9 466,174,921 △ 0.6 11,325,762

24 519,315,226 2.9 472,132,543 △ 1.1 457,947,074 △ 1.8 14,185,469

25 537,851,850 3.6 500,961,111 6.1 479,805,459 4.8 21,155,652

26 531,038,370 △ 1.3 498,629,266 △ 0.5 478,556,462 △ 0.3 20,072,804

27 519,544,992 △ 2.2 488,445,908 △ 2.0 475,108,277 △ 0.7 13,337,631

28 512,649,317 △ 1.3 475,143,032 △ 2.7 462,004,267 △ 2.8 13,138,765

29 513,112,108 0.1 477,162,472 0.4 464,844,549 0.6 12,317,923

30 527,545,512 2.8 479,943,275 0.6 465,824,034 0.2 14,119,241

元 548,906,075 4.0 481,843,835 0.4 468,034,062 0.5 13,809,773

2 644,398,323 17.4 556,181,892 15.4 534,412,221 14.2 21,769,671

3 664,127,236 3.1 587,694,122 5.7 564,213,321 5.6 23,480,801

4 651,643,092 △ 1.9 567,158,017 △ 3.5 548,038,506 △ 2.9 19,119,511
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第２表 特別会計決算状況 （単位：円）

会　　計　　名 歳入決算額 歳出決算額 歳入歳出差引額 実質収支額

用 度 事 業 特 別 会 計 1,504,836,988 1,263,480,787 241,356,201 241,356,201

証 紙 収 入 特 別 会 計 3,242,399,787 2,296,325,980 946,073,807 946,073,807

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 197,632,851 102,152,422 95,480,429 95,480,429

農 業 改 良 資 金 貸 付 金 特 別 会 計 13,819,023 3,008,999 10,810,024 10,810,024

県 有 林 県 行 造 林 事 業 特 別 会 計 148,991,492 148,692,908 298,584 298,584

中小企業近代化資金貸付金特別会計 2,494,433,380 37,032,450 2,457,400,930 2,457,400,930

中小企業・雇用対策事業特別会計 106,430,146,246 106,059,270,130 370,876,116 370,876,116

港 湾 等 整 備 事 業 特 別 会 計 3,117,087,126 2,753,355,557 363,731,569 229,274,686

徳 島 ビ ル 管 理 事 業 特 別 会 計 401,747,328 31,479,160 370,268,168 370,268,168

県 営 住 宅 敷 金 等 管 理 特 別 会 計 240,283,796 12,296,470 227,987,326 227,987,326

公用地公共用地取得事業特別会計 2,435,991,147 2,170,688,332 265,302,815 257,399,174

奨 学 金 貸 付 金 特 別 会 計 603,708,331 158,262,497 445,445,834 445,445,834

都市用水水源費負担金特別会計 300,083,842 300,083,104 738 738

市町村振興資金貸付金特別会計 3,498,384,832 643,348,193 2,855,036,639 2,855,036,639

公 債 管 理 特 別 会 計 99,469,351,689 99,469,351,689 0 0

給 与 集 中 管 理 特 別 会 計 31,274,138,114 31,274,138,114 0 0

林 業 改 善 資 金 貸 付 金 特 別 会 計 275,674,527 3,061,650 272,612,877 272,612,877

沿岸漁業改善資金貸付金特別会計 308,789,194 124,919 308,664,275 308,664,275

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 75,038,946,376 72,304,496,785 2,734,449,591 2,734,449,591

地方独立行政法人徳島県鳴門病院
資 金 貸 付 金 特 別 会 計 1,033,754,652 1,033,754,652 0 0

合　　　　　計 332,030,200,721 320,064,404,798 11,965,795,923 11,823,435,399

（単位：円）

歳 入 歳 出 差 引 額 11,965,795,923

翌 年 度 繰 越 額 149,360,524

翌年度へ繰り越すべき財源 142,360,524

実 質 収 支 額 11,823,435,399
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資料 1

歳入決算総額
637,188,495,987円

自主財源

41.8%

依存財源

58.2%

一般財源

52.1%

特定財源

47.9%

県 税
15.0%

地方消費税清算金 6.0%

繰入金
12.1%

繰越金
4.1%

諸収入
3.1%

使用料及び手数料 1.0%
分担金及び負担金 0.3%

財産収入 0.1%

寄附金 0.1%

国庫支出金
19.2%

県 債
7.7%

交通安全対策特別交付金 0.1%

地方交付税
28.4%

地方譲与税 2.7% 地方特例交付金 0.1%

一般会計歳入決算分析グラフ（性質別）

歳入決算総額

567,158,016,687 円
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資料 ２

　最近５箇年間の一般会計歳入決算額比較表（財源別構成比の推移）

(1) 自主財源と依存財源の推移

　　　　　　自主財源 　　　　　　　依存財源

　　　（注）（　　）は、依存財源、自主財源のそれぞれの構成比の合計である。

１　自主財源の「その他」 ２　依存財源の「その他」
　　地方消費税清算金 　　県債

　　分担金及び負担金 　　地方譲与税

　　使用料及び手数料 　　地方特例交付金

　　財産収入 　　交通安全対策特別交付金

　　寄附金

　　繰入金

　　繰越金

　　諸収入

　　依存財源 　　　　　　　自主財源

851

829

778

767

781

1,522

1,462

1,384

1,320

1,346

1,089

1,168

1,106

569

541

1,612

1,686

1,538

1,490

1,464

598

732

756

672

667

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

令和４年度

令和３年度

令和２年度

令和元年度

平成30年度

15.0

14.1

14.0

15.9

16.2

26.8

24.9

24.9

27.4

28.1

19.2

19.8

19.9

11.8

11.2

28.4

28.7

27.6

30.9

30.5

10.6

12.5

13.6

14.0

14.0

020406080100
（％） （億円）

4,799

5,562

5,877

5,672

4,818

その他 地方交付税 国庫支出金 その他 県税 県税 その他 国庫支出金 地方交付税 その他

(38.9)(61.1)

(56.7)

(61.0)

(58.2)

(55.7)

(43.3)

(39.0)

(41.8)

(44.3)
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(2) 一般財源と特定財源の推移

　一般財源 一般財源           特定財源

１　一般財源 ２　特定財源

　県税 　交通安全対策特別交付金 　寄附金

　地方消費税清算金 　分担金及び負担金 　繰入金

　地方譲与税 　使用料及び手数料 　繰越金

　地方特例交付金 　国庫支出金 　諸収入

　地方交付税 　財産収入 　県債

特定財源

2,958

2,986

2,750

2,648

2,655

2,714

2,891

2,812

2,170

2,144

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

令和４年度

令和３年度

令和２年度

令和元年度

平成30年度

52.1

50.8

49.4

55.0

55.3

47.9

49.2

50.6

45.0

44.7

020406080100
（％） （億円）

4,799

5,562

5,877

4,818

5,672
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資料 ３

（注）性質別のグラフにおいて、公債費は公債諸費等を除く。

教育費
14.4%

土木費
12.8%

公債費
12.4%

民生費
12.3%

商工費
12.4%

総務費

8.2%

衛生費
10.1%

諸支出金
6.5%

農林水産業費
5.8%

警察費
4.0%

労働費 0.8%

災害復旧費 0.1%
議会費 0.2%

歳出決算総額

548,038,506,251円

（性 質 別）

義務的経費

33.0%

任意的経費

67.0%

人件費
20.8%

公債費
10.4%

扶助費 1.8%

負担金補助等
23.2%

繰出金
10.7%

工事請負費
9.1%

委託料
9.6%

積立金
6.1%

償還金等
3.6%

物件費 3.1% 貸付金等 1.6%

歳出決算総額

548,038,506,251円

一般会計歳出決算分析グラフ

（目 的 別）
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資料 ４

　最近５箇年間の一般会計歳出決算額比較表（性質別構成比の推移）

      義務的経費

（注１）（　）は、任意的経費、義務的経費のそれぞれの構成比の合計である。
（注２）公債費は、公債諸費等を除く。

任意的経費      義務的経費       任意的経費

1,143

1,169

1,181

1,170

1,181

98

88

82

80

77

568

591

585

612

624

498

570

528

373

337

1,273

1,282

1,331

967

981

1,900

1,942

1,637

1,478

1,458

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

令和４年度

令和３年度

令和２年度

令和元年度

平成30年度

20.8

20.7

22.1

25.0

25.3

1.8

1.6

1.5

1.7

1.7

10.4

10.5

11.0

13.1

13.4

9.1

10.1

9.9

8.0

7.2

23.2

22.7

24.9

20.7

21.0

34.7

34.4

30.6

31.5

31.4

020406080100
（億円）（％）

4,680

5,344

5,642

5,480

その他 負担金補助等

工事請負費

公債費 人件費
扶助費

人件費
扶助費

公債費
工事請負費

負担金補助等 その他

(39.8)

(34.6)

(32.8)

(33.0)

(40.4)

(60.2)

(65.4)

(67.2)

(67.0)

(59.6)

4,658
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決 算 用 語 解 説

１「一般会計」とは

県の行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計であり、地方交付税や県税な

どを主な財源として、道路、河川、住宅、学校等の建設をはじめ、社会福祉、保健衛

生、環境保全、労働福祉の充実、産業・教育・文化の振興、警察など事務事業の大部

分を経理する会計です。

２「特別会計」とは

一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して別個に処理するため

の会計をいい、経理の適正を図るため、条例に基づいて設置しているものです。

令和４年度の特別会計の数は、２０会計となっています。

３「予算現額」とは

予算現額とは、当初予算を基礎に、補正予算を差引増減した予算額に、前年度繰越

事業費繰越額を加えた最終の予算額をいいます。

決算は、歳入歳出予算についてこれを調製しなければならない（地方自治法施行令

第１６６条）こととなっていますが、この歳入歳出予算が予算現額です。

４「収入済額」とは

調定された金額のうち、現実に収入された金額の合計額のことです。

歳入を収入する場合には、歳入徴収権者（知事の委任を受けた課長又は廨長）が、

その歳入の内容を調査して、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納

期限等を具体的に調査決定する県の内部意思決定行為である調定が必要です。

納入義務者には、調定に基づき納入通知書が送付されることとなります。

５「支出済額」とは

歳出予算の執行により、現実に支出した金額の累計額のことです。

６「歳入歳出差引額」とは

歳入決算総額から歳出決算総額を単純に差し引いた額をいいます。

歳入歳出差引額は、地方自治法に基づき、歳計剰余金として翌年度の「繰越金」収

入となります。

「歳計剰余金」、「形式収支」と同義語です。

７「翌年度へ繰り越すべき財源」とは

翌年度繰越の歳出予算の経費については、その経費に充てるために必要な金額（財

源）を、必ず翌年度に繰り越さなければなりませんが、翌年度繰越額のうち令和４年

度において既に収入済となっており、繰越事業費の財源として使用することが確定し

ている額をいいます。
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８「実質収支額」とは

歳入歳出差引額（形式収支）から、「翌年度へ繰り越すべき財源」を差し引いた額

をいいます。

歳入歳出差引額が「歳計剰余金」であるのに対し、実質収支額は「純剰余金」とも

いいます。純剰余金は、翌年度の一般財源として、いかなる歳出予算の財源に充当し

ても差し支えありません。

「実質収支額」＝「歳入歳出差引額」－「翌年度へ繰り越すべき財源」

９「自主財源」とは

県が自主的に収入できる財源をいいます。

自主財源がどれくらいあるかは、行政活動の自主性と安定性を確保できるかどうか

の尺度となります。

10「依存財源」とは
国にその調達を依存する財源であり、国の意思により、定められた額を交付された

り、割り当てられたりする収入です。

11「一般財源」とは
財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができるものをいいま

す。

12「特定財源」とは
財源の使途が特定されているものをいいます。

13「義務的経費」とは
県の歳出のうち、その支出が義務づけられ、任意に節減できない経費で、極めて硬

直性の強い経費です。次の三項目がこれに当たります。

人件費

扶助費（社会保障制度の一環として、生活保護法等に基づき、被扶助者に対してそ

の生活を維持するために支出される経費等）

公債費（県債の元利償還金及び一時借入金利子の合算額）

14「任意的経費」とは
県が任意に支出することができる経費で、義務的経費以外の一切の経費をいいます。

15「県債」とは
県が資金調達のために負担する債務であって、その返済が一会計年度を超えて行わ

れるものをいいます。
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